
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

 

平成 23 年 7 月 

 

誤植による訂正箇所をお知らせいたします。誤植については、お詫び申し上げます。 

これに伴い、【平成 23 年度版 会社を元気にする助成金・給付金】の記述を下記のように改めてく

ださい。 

 

ページページページページ    誤誤誤誤    正正正正    

P.3 （注 2） 高齢・障害者雇用支援機構 高齢・障害・求職者雇用支援

機構 

P.9 ※1 専修学校・高校・中学校等 専修学校等 

P.10 ④ 有期実習型訓練修了者用型 有期実習型訓練修了者雇用

型 

P.13 B ※3 ※1 

P.13 注 1） 注 1）既に「65 歳以上の定年」

｢希望者全員を対象とする 70

歳以上までの継続雇用制度」

を実施済みの事業主は奨励

金の対象となりません。 

※1）既に「65 歳以上までの定

年」｢希望者全員を対象とする

70 歳以上までの継続雇用制

度」のいずれも実施済みの事

業主は奨励金の対象となりま

せん。 

Ｐ.13 注 2） 注 2）既に 65 歳までの継続雇

用に係る「継続雇用定着促進

助成金」の支給を受けた事業

主は支給の対象となりませ

ん。 

  既に 65 歳までの継続雇用

に係る「継続雇用定着促進助

成金」の支給を受けた事業主

は奨励金の支給対象となりま

せん。 

P.13 注 3） 注 3） 注） 

P.13 一番下の※ 導入しても給対象 導入しても支給対象 

 

なお、P9、および P13 については差替分を付属いたします。 
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